
   平成２０．７．１施行 

 
 
 
 
１ 対象事業【第３条】 

(1) 都市計画法第２９条第１項の許可を要する開発行為 

(2) 開発事業区域の面積が５００平方メートル以上の建築行為 

(3) 建築物の高さが１０メートルを超える建築物の建築行為 

(4) 建築物の延べ面積が１０００平方メートル以上の建築物の建築行為 

 

２ 適用除外【第４条】 

(1) 建築基準法第８５条に規定する仮設建築物の建築 

(2) 自己の居住の用に供する一戸建ての住宅の建築   など 

 

３ 住宅の敷地の最低限度【第２１条】 

住宅の敷地面積については、下記の基準としなければなりません。 

区域 敷地面積 

市街化調整区域 １５０平方メートル以上 

容積率が１００分の８０の区域 １２５平方メートル以上 

その他の区域 １００平方メートル以上 

 

４ 区画街路の幅員【第２２条】 

   開発行為における区画街路の幅員については、下記の基準以上としなければなりません。 

区画街路の延長 区画街路の幅員 

３５メートル以下 ４．０メートル 

３５メートルを超え７０メートル以下 ４．５メートル 

７０メートルを超え１００メートル以下 ５．０メートル 

 

５ 袋路状道路【第２３条】 

   開発行為において、道路を袋路状とするときは、下記のいずれかに該当しなければなりません。 

(1) 延長が３５メートル以下の場合 

(2) 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回において支障のないものに接続し 

ている場合 

(3) 延長が３５メートルを超える場合で、終端及び適当な区間３５メートル以内ごとに次に掲げる基準

に適合する自動車の転回広場が設けられている場合 

ア 道路の中心線からの水平距離が２メートルを超える区域内において小型四輪自動車のうち最

大なものが２台以上停車することができるものであること 

イ 小型四輪自動車のうち最大のものが転回できる形状のものであること 

ウ すみ切り部分を除く面積が３０平方メートル以下のものであること 

(4) 幅員（自動車の転回広場を設置した場合におけるその幅員を除く）が６メートル以上の場合 

(5) 上記に準ずる場合で、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合 

 

 

 

６ 道路のすみ切り【第２５条】 

開発行為において、角地の隅角に向かい合う対辺の長さ３メートル以上の二等辺三角形の部分を道

路に含みすみ切りを設けたものでなければなりません。 

 

７ 開発事業区域に接する道路【第２７条】 

開発事業区域に接する道路の幅員が６メートル未満の場合にあっては、道路の中心線から開発事業

区域側に水平距離３メートル（環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支

障がないと市長が認めた場合は、２メートル）の線まで道路として整備するものとします。 

 

８ 公園等の設置【第２９条】 

□公園等の面積は、次の算定された数値の大きい方を確保する必要があります。 

   ア 開発事業区域の面積の３％ 

   イ 計画戸数×（１世帯当たりの人数（２．４３人））×１人当たりの必要面積（１．８１㎡） 

    ただし、開発事業区域の面積の６％を上限とします。 

  □公園設置の免除 

   ア 公園等の算出面積が、９０平方メートル未満の場合 

   イ 開発事業区域から２５０メートルの範囲内に合計で２，５００平方メートル以上の都市公園が 

存在する場合 

   ウ 予定建築物が居住の用に供する建築物以外で、敷地が１である場合 

              

９ 敷地内の緑化【第３０条】 

  □予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半が居住の用に供する建築物のとき 

敷地の面積 確保すべき緑化の面積 

５００平方メートル以上１，０００平方メートル未満 敷地の面積の１００分の５以上 

１，０００平方メートル以上３，０００平方メートル未満 敷地の面積の１００分の１０以上 

３，０００平方メートル以上１ヘクタール未満 敷地の面積の１００分の１５以上 

１ヘクタール以上 敷地の面積の１００分の１８以上 

□予定建築物の主たる出入口が存する階等の床面積の過半が上記以外のとき 

敷地の面積 確保すべき緑化の面積 

５００平方メートル以上１，０００平方メートル未満 敷地の面積の１００分の３以上 

１，０００平方メートル以上３，０００平方メートル未満 敷地の面積の１００分の６以上 

３，０００平方メートル以上１ヘクタール未満 敷地の面積の１００分の１０以上 

１ヘクタール以上 敷地の面積の１００分の１４以上 

 

10  消防活動空地の確保等【第３２条】 

   階数が、４以上の予定建築物又は消防活動地盤面からの高さ１５メートル以上の建築物を建築する

場合に、幅員６メートル以上、長さ１２メートル以上の消防活動空地を設置してください。 

 

 

大和市開発事業の手続及び基準に関する条例早見表  



11  ごみ収集場【第３３条】 

   共同住宅等を建築する場合に、ファミリータイプ０．４㎡／戸、ワンルームタイプ０．１６㎡／戸

のごみ収集場を設置してください。 

 

12  リサイクルステーション【第３４条】 

   計画戸数が３０戸以上の場合に、１２平方メートル以上のリサイクルステーションを設置してくだ

さい。 

 

13  自動車駐車施設【第３９条】 

□商業地域及び近隣商業地域における基準 

建築物の用途 設置台数 

計画戸数が２０戸未満 
当該住宅の戸数に４分の１を乗じ

て得た数値以上の台数 

計画戸数が２０戸以上１００戸未満 
当該住宅の戸数に３分の１を乗じ

て得た数値以上の台数 

計画戸数が１００戸以上３００戸未満 
当該住宅の戸数に８分の３を乗じ

て得た数値以上の台数 

共同住宅等 

計画戸数が３００戸以上 
当該住宅の戸数に５分の２を乗じ

て得た数値以上の台数 

上記以外のもの 
利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者が作成

する想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数 

 

□商業地域及び近隣商業地域外における基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14  自転車駐車施設【第４０条】 

共同住宅等においては、計画戸数分を設置してください。 

 

15  罰則【第４６条】 

この条例による命令に違反した者は、６月以下の懲役又は５０万円以下の罰金などが科せられます。 

 

 

　　YES NO

条 例 に よ る 手 続 き の 流 れ

開　　　　　　　発　　　　　　　事　　　　　　　業

第８条（事前届）
　開発事業者は、はじめに市長に届け出なければなりません。

第９条（標識の設置）
　開発事業者は、近隣への周知のため標識を設置しなければなりません。

第１０条（近隣住民等への説明等）
　開発事業者は、近隣住民等に対して、開発事業について説明しなければな
りません。
　＊ただし、標識を設置した日から７日を経過するまでは、近隣説明は行え
    ません。

第１１条（近隣住民等と開発事業者の協議）
　近隣住民等は、開発事業に関し意見があるときは、開
発事業者に協議を申し込むことができます。
 ＊ただし、近隣説明を受けた日から14日以内とします。
 ＊協議を申し込まれた開発事業者は、応答義務がありま
　 す。

  基準に適合

第１３条（開発事業基準の適合確認）
　市長は、開発事業者に「開発事業基準適合通知書」を交付します。

基
準
適
合
へ

第１９条（工事着手の届出）
　開発事業者は、工事に着手しようとするときは、市長に届け出なければな
りません。

第４１条（専門的知識を有する者の派遣等）
  近隣住民は、市長に専門的知識を有する者の派遣を求
めることができます。

　開発事業者は、協議状況を記した「近隣住民等説明報
告書」を市長に提出しなければなりません。

第１２条（開発事業に関する協議）
　開発事業者は、市長と開発事業に対する協議を行わなけ
ればなりません。また、この協議は、法定手続きの前に行
うものです。
　＊「近隣住民等説明報告書」の提出については、既に提
　　出済でなければなりません。

第２０条（工事の完了の届出）
　開発事業者は、工事が完了したときは、市長に届け出なければなりませ
ん。

第２０条（工事の検査）
　市長は、すみやかに検査を行い、開発協議に適合している場合は、「開発
事業基準適合検査済証」を交付します。

開　　　　　発　　　　　事　　　　　業　　　　完　　　　了

標
準
処
理
期
間
：
約
５
週
間

 

建築物の用途 設置台数 

計画戸数が２０戸未満 
当該住宅の戸数に２分の１を乗じて

得た数値以上の台数 

計画戸数が２０戸以上１００戸未満 
当該住宅の戸数に３分の２を乗じて

得た数値以上の台数 

計画戸数が１００戸以上３００戸未満 
当該住宅の戸数に４分の３を乗じて

得た数値以上の台数 

共同住宅等 

計画戸数が３００戸以上 
当該住宅の戸数に５分の４を乗じて

得た数値以上の台数 

上記以外のもの 
利用者数、従業員数等によって想定する利用台数に基づき開発事業者が作成す

る想定利用計画書を考慮し、市長が定めた台数 


